
ナイスグループ※ × 国（農林水産省）

協定締結日：令和５年５月９日
有効期間：協定締結日～令和10年3月末
対象区域：全国

『国産材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定』
ナイスグループは、森林育成から素
材流通、製材、加工、製品流通、
設計、施工、住宅供給など、建築
物の木造化・木質化のサプライチェー
ンにおいて、全国規模で展開する業
界ネットワークを生かし、建築物への
国産材（ＪＡＳ製品含む）の積
極的な利用の推進（2027年（令
和9年）度末までに655,000m³の
供給及び利用を目標）、適切な再
造林の推進、並びに設計及び施工
事業者、一般消費者に対する国産
材利用に関する普及活動の推進に
取り組むこと等を内容とする協定を
農林水産省と締結。

※ナイスグループ（６社）
ナイス株式会社、ウッドファースト株式会社、ナイスプレカット株式会社
ナイスユニテック株式会社、菊池建設株式会社、ＹＯＵテレビ株式会社
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